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（２）-１
キャリアアップ助成金
①社会保険適用時処遇改善コース

令和６年度 人材育成及び処遇改善関係助成金説明会
（R7.2.20開催 秋田労働局説明資料）



＜活用のメリット＞ 活用した事業主からの声など

〇従業員の定着率が良くなった（優秀な人材の流出防止）

〇労働者の就業意欲が高まった（良好な雇用関係）

〇労働者の向上心が高まり、事業の生産性も向上した

有期雇用労働者

短時間労働者

派遣労働者

非正規雇用労働者

正社員化
処遇改善

助
成

｢キャリアアップ助成金｣では、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリア

アップを促進するため、正社員化や処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成

します。

処遇改善の内容等により、様々なコースが用意されています。

コース名 対象となる取組

正社員化コース 有期雇用労働者等の正社員化

社会保険適用時処遇改善コース 短時間労働者の社会保険被保険者化と合わせた処遇改善

障害者正社員化コース 障害のある有期雇用労働者等の正規雇用労働者等への転換

賃金規定等改定コース 賃金規定等の増額改定による有期雇用労働者等の賃金引上げ

賃金規定等共通化コース 有期雇用労働者等への正規雇用労働者と共通の賃金規定等の導入

賞与・退職金制度導入コース 有期雇用労働者等への賞与・退職金制度の導入

キャリアアップ助成金の各コース概要

助成金活用のイメージとメリット

本日、説明

キャリアアップ助成金とは
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｢キャリアアップ助成金｣の活用に当たり、取組を開始する前日までに

「キャリアアップ計画」の提出が必要です。

正社員化コース

就業規則等
の改定

（正社員への転換規
定等がない場合）

取組の実施
（正社員化）

賃金の支払い（６月）

取組開始
（社会保険適用等）

以
降
、
６
か
月
ご
と
に
支
給
申
請

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
計
画
の
提
出

社会保険適用時
処遇改善コース

※正社員化前６か月と比較して
３％以上賃金の増額が必要

（
取
組
後
６
か
月
の
賃
金
を
支
払
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
２
か
月
以
内
）

支

給

申

請

手当等の支給、労働時間延長等（６月）

２

キャリアアップ助成金の申請までの流れ
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社会保険適用時処遇改善コースとは？

キャリアアップ助成金（社会保険適用時処遇改善コース）

〇いわゆる「年収の壁」により、収入が106万円を超えた場合、社会保険料負担が発
生し、手取り収入が減少。

〇本助成金では、106万円の壁を越えて手取り収入が減少する従業員に対して、手
当や労働時間延長による収入増加の取組を行う事業主に助成。

〇これにより、従業員が壁を意識せずに働ける環境整備を支援。

※手取り収入の計算にあたっては、給与から社会保険料（厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料）のみを控除した前提とし、税金等については

考慮していない。また、令和５年度の厚生年金保険料率18.3％、健康保険料率（協会けんぽの全国平均）10.0％、介護保険料率1.82％の合計

（30.12％）の半分（労使折半）を、本人の保険料負担として計算している。

年収106万円の被扶養配偶者が被用者保険の適用を受けると、社会保険料負担により手取り収入は減少。

概ね年収125万円になると手取り収入が戻り、その後は年収増に応じて手取り収入も増加。
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いわゆる106万円の壁

手取り収入減少額分を手当や労働時間延
長により増加させる取組に助成

年収の壁と助成金のイメージ
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年収の壁対策として

労働者１人につき最大50万円助成します！

要件
1人当たり
助成額

①賃金の15％以上を追加支給
（ 社 会 保 険 適 用 促 進 手 当 な ど ）

1年目

20万円 (注 )

②賃金の15％以上を追加支給
（ 社 会 保 険 適 用 促 進 手 当 な ど ）

3 年 目 以 降 、 ③ の 取 組

2年目

20万円 (注 )

③ 賃金の 1 8％以上 を 増額
3年目

10万円

（１）手当等支給メニュー

週所定労働時間
の延長

賃金の
増額

1人当たり
助成額

4時間以上 ー

30万円

3時間以上
4時間未満

５％以上

2時間以上
3時間未満

10％以上

１時間以上
2時間未満

15％以上

（２）労働時間延長メニュー

◆社会保険適用促進手当
事業主が社会保険適用に伴い手取り収入を減らさないよう

手当を支給した場合は、本人負担分の保険料相当額を上限として
社会保険料の算定対象としません。

※ 助成額は中小企業の場合。大企業の場合は３／４の額。
※ （２）４時間未満の延長の場合は、併せて基本給の増額が必要。
※ １年目に（１）①の取組による助成（20万円）を受けた後、

２年目に（２）の取組による助成（30万円）を受けることも可
能（併用メニュー）。

（上述の組み合わせの場合に限り、同一の対象者についてメニューをまたいだ
助成を受けることができます。）

2023（令和５）年10月から新設された
キャリアアップ助成金に｢社会保険適用時処遇改善コース｣！

〇労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入を増加させる取組を行った事業主に助成

(注)1,2年目は取組から6ヶ月ごとに支給申請（１回あたり10万円支給）

パートタイム・有期雇用労働法
キャラクター「パゆう」ちゃん
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キャリアアップ計画書を事前に提出しましょう！

※ キャリアアップ計画書を作成し、取組を開始する日の前日までに、管轄労働局ま
で提出してください。（不備があると当日の受理ができませんので、余裕を持ってご
準備ください。）

（社会保険の適用）

取組開始

労働時間延長
メニュー

賃上げ、労働時間
延長の取組

手当等の支給 手当等の支給 賃上げ、労働時間
延長の取組

併用メニュー

手当等の支給 手当等の支給 手当等の支給 手当等の支給 基本給（総支給額）の
増額

手当等支給
メニュー

６ヶ月 １年 １年６ヶ月 ２年 ２年６ヶ月

キャリアアップ
計画書の提出

2ヶ月

支給申請
（１回目）

2ヶ月

支給申請
（２回目）

2ヶ月

支給申請
（３回目）

2ヶ月

支給申請
（４回目）

2ヶ月

支給申請
（５回目）

賃上げ等、労働時間延
長あるいはその両方に
よる増額

※ 本助成金については、2023（令和５）年10月１日から2026

（令和８）年３月31日までの間に新たに社会保険の加入要件を満た

し、適用されることとなった労働者が対象になります。
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③併用メニュー

その労働者の社会保険加入日から最長2年間の手当※３等の支給後の働き方
について、労使で話し合いを行う予定ですか。

雇用している短時間労働者の中に、202４（令和６）年10月以降、
新たに社会保険の被保険者の要件※１を満たす方はいますか。

いいえ

その労働者は、社会保険加入日から２か月以内に、
週所定労働時間を一定時間延長すること※２ができますか。

いいえ

その労働者は、社会保険加入日から1年が経過し
た時点で、労働時間の延長ができる見込みですか。

①手当等支給
メニュー

社会保険適用に関する支給
要件には該当しません。
他のコースの活用をご検討
ください。

その労働者は、以下の①、②の両方に該当する方ですか。
①社会保険加入日の6か月前の日以前から継続して雇用されている。
②社会保険加入日から過去2年以内に同事業所で社会保険に加入していなかった。

いいえ

はい

はい

はい いいえ

いいえ

対象となる労働者をチェックしましょう！

はい

②労働時間延長
メニュー

はい ※２ 週所定労働時間を4時間以上延長、または3時間以上延長
するとともに基本給を５％増額改定する等の措置。

※１ 厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上である事業所の場合は、週の所定労働時間が20時間以上
かつ所定内賃金が月額8.8万円以上で学生ではないこと。50人以下の事業所の場合は、週の所定労働
時間及び月の所定労働日数が常時雇用のフルタイム従業員の4分の３以上である者であること。

※３ 社会保険適用促進手当（事業主が社会保険適用に伴い
手取り収入を減らさないよう手当、本人負担分の保険料
相当額を上限として社会保険料の算定対象としない

６



社会保険適用時処遇改善コースの概要

①手当等支給メニュー

要件 申請時期 1人当たり助成額

１年目

①賃金（標準報酬月額・標準賞与額）の15％
以上分を労働者に追加支給すること
（社会保険適用促進手当など）

左欄の取組を
６か月間継続した

後２か月以内

６か月ごとに

10万円×２回
(大企業は７ .５万円×２回 )

２年目

②賃金の15％以上分を労働者に追加支給す
る（社会保険適用促進手当など）とともに、
3年目以降、以下③の取組が行われること

６か月ごとに

10万円×２回
(大企業は７ .５万円×２回)

３年目

③賃金（基本給）の18％以上を増額させてい
ること（労働時間の延長との組み合わせによる
賃金増額も可能）

６か月で

10万円
(大企業は7 .5万円)

事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、
「社会保険適用促進手当」の支給等により
労働者の収入を増加させる場合に助成します。

 ２年目に前倒して上記の表の３年目の取組（賃金の増額の場合のみ）を実施する場合、３回目
の支給申請でまとめて助成（30万円）します。

（※）社会保険適用促進手当は、毎月の手当として支給することが想定されますが、数ヶ月分をまとめて支給することも可能です。

７



①手当等支給メニュー

 ２年目に前倒して上記の表の３年目の取組（賃金の増額の場合のみ）を実施する場合、３回目
の支給申請でまとめて助成（30万円）します。

手取り年収

約90万円
106万円
標準報酬月額
8.8万円

標準報酬月額の算定
に考慮しない 労働者

手取り
106万円

保険料約16万円

2年目 助成額：20万円
（10万円×２回）

（時給1,016円）

社会保険適用促進手当

約16万円(15%分)
社会保険適用促進手当

約16万円(15%分)

手取り年収

約90万円

保険料約16万円

106万円

標準報酬月額
8.8万円

労働者

手取り
106万円

125万円

標準報酬月額
10.4万円

手取り年収

約106万円

保険料約19万円

基本給（時給）を
18％増額

３年目 助成額：10万円

（時給1,228円）

労働者

手取り
106万円

手取り年収

約92万円

保険料約16万円

社会保険適用促進手当

約16万円(15%分)

108万円

労働者

手取り
108万円標準報酬月額

8.8万円

２年目 助成額：30万円

（時給1,199円）

手取り年収

約109万円

保険料約19万円
基本給（時給）を
18％増額

128万円

（時給1,040円）

労働者

手取り
109万円

週20時間

週20時間

標準報酬月額
10.4万円

１年目

１年目 助成額：20万円
（10万円×２回）

週20時間 週20時間（時給1,016円）

週20時間

助成額：20万円
（10万円×２回）

週20時間
（時給1,016円）

年収

約106万円

週20時間

（時給1,000円）

年収

約104万円

活用
ケース

活用
ケース

取組開始

キャリアアップ計
画書の提出

支給申請
（4回目）

支給申請
（５回目）

支給申請
（２回目）

2ヶ月 2ヶ月 2ヶ月

支給申請
（１回目）

2ヶ月

支給申請（３
回目）

2ヶ月

６ヶ月 １年 １年6ヶ月 ２年 2年６ヶ月
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②労働時間延長メニュー

週所定労働時間
の延長

賃金の増額 申請の時期 1人当たり助成額

① ４時間以上

＋

ー

左欄の取組を
６か月間継続
した後２か月

以内

６か月で

30万円

(大企業は22.5万円)

②
3時間以上
4時間未満

5%以上

③
2時間以上
3時間未満

10%以上

④
１時間以上
2時間未満

1５%以上

所定労働時間の延長※により社会保険を適用させる場合（または社
会保険を適用させる際に所定労働時間を延長する場合）に事業主に
対して助成します。
以下の表の①～④のいずれかの取組を行った場合に、労働者１人

当たり中小企業で30万円（大企業の場合は22.5万円）を支給しま
す。 (注：週平均の実労働時間の小数点の切上げに注意願います）

※原則、延長前６か月の週平均実労働時間と延長後６か月の週所定労働時間を比較します。
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週所定労働時間の延長 賃金の増額 申請の時期 1人当たり助成額

① ４時間以上

＋

ー

左欄の取組を６
か月間継続した
後２か月以内

６か月で
30万円

(大企業は22.5万
円)

②
3時間以上
4時間未満

5%以上

③
2時間以上
3時間未満

10%以上

④
１時間以上
2時間未満

1５%以上

所定労働時間の延長※により社会保険を適用させる場合（または社会保険を適用させる際に所

定労働時間を延長する場合）に事業主に対して助成します。
※ 以下の表の①～④のいずれかの取組を行った場合に、労働者１人当たり中小企業で30万円（大企業の場合は
22.5万円）を支給します。

※原則、延長前６か月の週平均実労働時間と延長後６か月の週所定労働時間を比較します。

年収

約104万円

週20時間

３時間延長 週23時間
（時給1,050円）

手取り年収

約107万円

126万円
手取り
107万円

労働者

標準報酬月額
10.4万円

保険料約19万円（時給1,000円）

2ヶ月

週４日出勤のうち、
週３日の労働時間を１日１時間延ばし、

時給を５％アップ

助成額：30万円現在

キャリアアップ計画書の提出 社会保険適用

6ヶ月

支給申請

労働時間延長メニュー
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③併用メニュー

要件 申請時期 1人当たり助成額

１年目
賃金（標準報酬月額・標準賞与額）の

15％以上分を労働者に追加支給すること
（社会保険適用促進手当）

左欄の取組を
６か月間継続した
後２か月以内

６か月ごとに

10万円×２回
(大企業は7 .5万円 )

２年目

上記の取組を行った上で、
以下のいずれかの取組を行うこと

６か月で

30万円
(大企業は22 .5万円 )

週所定労働時間の延長 賃金の増額

① ４時間以上 ー

②
3時間以上
4時間未満

5%以上

③
2時間以上
3時間未満

10%以上

④
１時間以上
2時間未満

1５%以上

2年目

手取り年収

約111万円

保険料約20万円

131万円

標準報酬月額
11.0万円

労働者

手取り
111万円

助成額：30万円

週22時間（時給1,144円）

週２時間延長、基本給（時給）10％賃上げ

手取り年収

約92万円

保険料約16万円

社会保険適用促進手当

約16万円(15%分)

108万円

労働者

手取り
108万円

標準報酬月額
8.8万円

（時給1,040円）週20時間

週20時間
（時給1,000円）

年収

約104万円

１年目
助成額：20万円
（10万円×２回）活用

ケース

１年目に①手当等支給メニューの取組を行い、２年目に②労働時間延長
メニューの取組を行った場合に助成します。
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「活用モデル」 手当等支給メニュー （１）取組内容等

本社：静岡県

従業員数：150人（中小企業）

（パート従業員約40人）

事業内容：製造業

課題：会社の２％の賃上げにより就業調整

するパート従業員が出てくるおそれ。

取組内容

・既に社会保険に加入済みのパート従業員は、

すべて標準報酬月額10.4万円以下で働いており、

社会保険適用促進手当の特例の対象となる。

・社会保険の加入にあたり、労働時間を延長して働いて

もらうには、従業員の家庭の事情を考慮する必要がある。

・手当の支給とともに、人材確保などのため、全ての

従業員に３年目に３％の賃上げを行う予定。

会社概要

・既に社会保険に加入済み従業員（標準報酬月額が10.4万円以下で、社会保険適用促進手当の特例の対象）

▶企業の判断により独自の手当支給を行う。

・新たに社会保険の適用対象となった従業員20人 ▶以下の内容を説明の上、手当支給を開始する。

１、２年目･･･社会保険適用促進手当を支給
※２年間のうちに家庭内で話し合い、３年目以降、労働時間

が延長できないか調整・検討する。

３年目以降･･･労働時間を３時間延長

【注】３時間延長と３年目（２年目でも可）の3％の賃上げ
により、「賃金の18％以上増額」の助成金要件を満

たす

⇒パート従業員間の不公平感が解消され、
毎年の時給UPとともに年収の壁を越える

※社会保険適用促進手当は、賃上げ促進税制の給与等支給額に含めることができます（助成金の額を除く）。
このため、企業が独自に支給する１年目は、その分、給与等支給額が増加し、税制の適用条件を満たすこ
とに寄与します。

パート従業員
（標準報酬月額）

社会保険に加入済み
（10.4万円以下）

今回、社会保険に新た
に加入（8.8万円）

取

組

年

数

１年目

2％の賃上げ（※全従業員対象）

社会保険適用促進
手当（企業独自）

社会保険適用促進手当
（助成金対象）

２年目 社会保険適用促進
手当（企業独自）

社会保険適用促進手当
（助成金対象）

３年目

3％の賃上げ（※全従業員対象）

可能な範囲で労働時
間延長を依頼

週所定労働時間3時間
延長（助成金対象）

【注】
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手当等支給メニュー

１年目

106万円

標準報酬月額
8.8万円

標準報酬月額の算
定に考慮しない

2年目

126万円

標準報酬月額
10.4万円

３年目

週23時間週20時間 週20時間

週20時間

社会保険適用

計画書提出
2ヶ月 2ヶ月 2ヶ月

申請１回目

10万円助成

2ヶ月 2ヶ月

６ヶ月 １年 １年６ヶ月 ２年 ２年６ヶ月

現在

申請２回目

10万円助成
申請３回目

10万円助成
申請４回目

10万円助成

申請５回目

10万円助成

中小企業の場合、１人あたり50万円助成

※赤枠部分は
基本給

社会保険加入済みの従業員分の手当は企業負担となるが、新たに社会保険に加入する労働者にとっては２年間の手

当の支給により手取りが減らず、当面、就業調整することなく働けるようになった。

効 果

新たに社会保険の適用対象となったパート従業員20人への手当支給で、助成額合計1,000万円

年収

約104万円

手取り年収

約107万円

保険料
約19万円

労働時間を３時間伸ばし、
基本給(時給)を３％増額

合わせて
１年目から
18％以上増額

社会保険適用促進手
当約16万円

保険料
約16万円

手取り年収
約90万円

2％賃上げ
3％賃上げ

社会保険適用促進手
当約16万円

保険料
約16万円

手取り年収
約90万円

手取り

106万円

手取り

106万円

（時給1,000円）

（時給1,020円） （時給1,020円）
（時給1,050円）

「活用モデル」 手当等支給メニュー （２）助成額等
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「活用モデル２」労働時間延長メニュー （１）取組内容等

取組内容

○新たに社会保険に加入する場合

労働時間を延長できるパート従業員３人 ▶３時間延長＋５％賃上げ ▶労働時間延長メニュー

労働時間の延長が難しいパート従業員５人 ▶５％賃上げ

○既に社会保険に加入しているパート従業員32人 ▶５％賃上げ
▶賃金規定等改定コース

⇒パート従業員全員の時給を、1,000円から1,050円に５％UP

会社概要

キャリアアップ助成金
の別のコースを活用

本社：三重県

従業員数：100人（中小企業）
（パート従業員40人）（※）

事業内容：食品加工業

課題：「106万円の壁」を意識して就業
調整をするパート従業員が増えて
おり、人手の確保が最優先事項。

※社会保険の任意特定適用申請をしているケース。

・企業としては、従業員の就業調整、離職を防ぎ、
なんとしても人材を確保したい。

・労働時間を延ばして働ける人には働いてほしい。

・また、既に社会保険に加入している、昔からの

パート従業員が不公平感を感じないようにしたい。

・毎年の賃上げのタイミングで何かできないか。
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年収

約104万円

手取り年収

約107万円

賃金総額
126万円 手取り

107万円

労働者

標準報酬月額
10.4万円

保険料約19万円

社会保険適用

計画書提出
※今後の取組の方向性を確認

支給申請
※6か月定着して
いることを確認

2ヶ月

6ヶ月

週４日出勤のうち、
週３日の労働時間を
１日１時間伸ばし、
時給を５％アップ

助成額：

30万円×３人＝90万円

労働時間延長メニュー

パート労働者等の基本給の賃金規定等
を３％以上増額改定し、その規定を適用
させた場合に助成。今回の場合、パート
従業員全員の時給が５％UPする。

賃金の増額割合

３％以上５％未
満

５％以上

中小
企業

５万円 ６万5,000円

大企
業

3万3,000円 ４万3,000円

【労働者1人当たりの助成額】

週20時間
（時給1,000円）

週23時間
（時給1,050円）

助成額：

６万5,000円×37人＝240万5,000円

全パート従業員への処遇改善の取組で、助成額合計330万5,000円

３時間延長できる従業員は少なかったものの、賃上げの結果、既に社会保険に加入していたパート従業員か
らも感謝された。
また、パート従業員全員に５％の賃上げをしたため、口コミでパート従業員への応募者が増えた。

効 果

賃金規定等改定コース

「活用モデル２」労働時間延長メニュー （１）「活用モデル２」労働時間延長メニュー （２）助成額等
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企業内の対応(例) 助成金(手続き)

★ 年末年始などの人手不足の見込みを
踏まえ、対象労働者の働き方の希望を
把握し、仕事内容や処遇等について
話し合う面談を実施。

★ 助成金による支援メニューを活用
しながら解決策を検討する。

★ 併せて社会保険制度の概要や加入の

メリットについて、対象労働者に周知。

キャリアアップ計画書の作成・提出

※３年目の取組は確定していなくても差し
支えありません。計画作成時点で、予定し
ている取組を記載し、提出してください。

企業が抱える雇用管理上の課題

○最低賃金の引上げや社会保険の適用拡大により、社会保険の適用対象となる短時間労働者が増える。

→ 短時間労働者が社会保険の適用により手取り収入が減少することを避け、就業調整を行う。

→ 人手不足の状況にある企業においては、一層深刻。

★ 対象労働者に社会保険を適用。

★ 対象労働者に手当を支給開始、
又は労働時間延長・賃上げの取組。

事前準備 話し合った内容等を踏まえて

取組開始 ２か月の間に申請

審査の上、支給

１
回
目

取組を６か月継続

２
回
目

取組を６か月継続

２か月の間に申請

申請と支給の流れ

※手当等支給メニューの場合
最大5回目まで申請

自社の状況や労働者のニーズを把握しましょう！
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助成金により、労働者が壁を越える前の働き方に戻らず、
社会保険適用後の働き方が定着するよう支援。

労働者としては、壁を意識せず働くことができ、
社会保険に加入することで処遇改善につながる。

労働時間延長や業務・役割の見直しにより、労働者のキャリアアップにつながる。

企業としては、人手不足解消につながる。

さらなるキャリアアップのため、正社員化や賃上げを行った場合の助成もあり

助成金の活用の効果
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○ 労働者の就業状況に合わせた申請メニューを基に、キャリアアップ計画
を作成します。

○ 計画の作成に当たっては、労働者から意見を聴取し、計画へ反映させま
しょう。

計画の作成にあたっては、計画の
対象となり得る労働者から意見を
聴取してください。

キャリアアップ計画書の記入方法

取組日の前日までに作成・提出してください。
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○ 事業所に関する情報と、キャリアアップ計画の取組を推進する
「キャリアアップ管理者」について、選任・記入してください。

キャリアアップ管理者と同じ方
でも差し支えありません。

日本標準産業分類をご参考に、
主たる事業を記入してください。

企業（法人）全体の
労働者数を記入して
ください。

キャリアアップ管理者は、以下①～③を満たす者であることが要件となっています。

➀事業所（雇用保険適用事業所）の労働者、事業主または役員のいずれかの者
②同一法人等の他の事業所で既にキャリアアップ管理者となっていない者
③労働組合等の労働者代表者ではない者
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キャリアアップ計画の取組を講じる期間を
「３年以上５年以内」の期間で設定してください。
なお、計画期間の始期はキャリアアップ計画の
届出日の翌日以降としてください。

社会保険適用時処遇改善コースに丸を
付し、(1)から(3)のメニューのうち、
取り組む予定のあるもの全てに、同じく
丸を付してください。 取組を開始する予定の年月を記

入してください。

○ 「計画期間」と「講じる措置（検討中の助成対象コースと取組
開始予定時期）」を記入してください。
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対象者の意向や事業所の雇用管理状況
を踏まえ、計画作成時点のメニュー毎
の見込み人数を記入してください。
（人数が増減しても変更届は不要です）取り組む予定のある

メニューを全て選択
してください

取組内容を確認の上、
当てはまるものを全
て選択してください。

手当等支給メニュー、
併用メニューに取り組む予定が
ある場合は、
計画作成時点で実施を検討
している措置を全て選択し
てください。

労働時間延長メニュー、
併用メニューに取り組む予定
がある場合は、
計画作成時点で実施を検討し
ている措置を全て選択してく
ださい。

2023（令和５）年10月１日から2026（令和８）年３月31日までの間に
新たに社会保険の適用となった労働者が対象であることに注意してください。

○ 対象労働者の意向や労働時間の延長ができる時期等に応じて、取り組む
メニューを選択し、対象予定人数、講じる措置の内容を記入してください。
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次のすべてに該当する事業主が対象です。対象となる事業主（全コース共通）

① 雇用保険適用事業所の事業主

②

雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主

※キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任はでき

ません。

③
雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、

管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主

④

実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況

等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができ

る事業主

⑤ キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主

キャリアアップ助成金を受給するに当たって

※他にも支給要件がありますので、詳細は厚生労働省ホームページなどでご確認ください。
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大企業・中小企業の範囲

助成金の多くは、大企業と中小企業とで助成額や助成率が異なります。
ほとんどは、両者の区分は以下により判断します（上回る場合は大企業）。

※ 常時雇用する労働者の数とは、２か月を超えて使用される者（実態として２か月を超えて使用されてい

る者のほか、それ以外の者であっても雇用期間の定めのない者および２か月を超える雇用期間の定めのある者を含む。）であ
り、かつ、週当たりの所定労働時間が、当該事業主に雇用される通常の労働者と概ね同等（現に

当該事業主に雇用される通常の週当たりの所定労働時間が40時間である場合は、概ね40時間である者をいう。）である者を
いいます。

※ 資本金等のない事業主については、常時雇用する労働者の数により判定します（医療法人などで資

本金・出資金を有している事業主についても、上表で判定します。）。
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支給申請時の留意点について

①所定労働時間について

延長前６か月間の平均実労働時間と延長後の週所定労働時間を比較します。

＜平均実労働時間の算出方法＞
延長前６か月間の総労働時間÷暦日×７日
延長前６か月間の総労働時間÷２６週

②社会保険加入状況の確認について
社会保険適用時には、社会保険加入状況を記載した「雇用契約書」または「労働条件
通知書」を交付してください。
「労働時間延長メニュー」の場合は、週所定労働時間が確認できるものとしてください。

※「労働時間延長メニュー」において、時間延長に誤りがあると支給要件に該当しない
場合がありますので、ご注意ください。
（例１）４時間以上延長 ➡賃金増額条件なし。
（例２）３時間以上４時間未満延長➡賃金増額５％以上
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以下の場合には、

双方の助成金の要件を満たしていたとしても、一方しか支給されません。
・同一の雇入れ・訓練を対象として２つ以上の助成金が同時に申請された場合

・同一の経費負担を軽減するために２つ以上の助成金が同時に申請された場合

→「厚生労働省ＨＰ」併給調整早見表ツールをご活用ください。
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助成金の併給調整について



キャリアアップ計画書を作成したら、

事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワークに

提出してください。（窓口、郵送、オンラインいずれも可）

最初に行う手続き

 書類に不備がある場合は受理できませんので、期限までにゆとり
を持った、お早めの提出をお願いします。

「申請様式」や事業主の皆様からよくある質問について
「Q&A」を掲載しています。 支給要件詳細などもご確認ください。

厚生労働省ホームページ「キャリアアップ助成金」▶
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 詳しくは、秋田労働局または最寄りのハローワークへお問い合わ

せください（秋田労働局職業安定部訓練課 TEL：018-883-0006）。

お問い合わせ先

 以下のＱＲコードを読み込んでいただくと、厚生労働省公式

YouTubeチャンネルに掲載されている、本助成金についての

解説動画をご覧いただけます。▶ ▶ ▶

「年収の壁・支援強化パッケージ」
キャリアアップ助成金

社会保険適用時処遇改善コースのご案内

年収の壁への対応にキャリアアップ助成金をご活用ください。

ご清聴ありがとうございました。
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